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●　地域生活支援事業

   児童発達支援、放課後等デイサービスの主要サービスは、第１期計画期間において需要の増加が

見込まれます。関係機関との連携を強化するとともに、サービス提供事業所の確保・充実に努めます。

   母子保健事業や保育園等との連携により、支援が必要な子どもの状況把握に努め、家族等の理解

を得ながら、適切な療育につなげます。

   相談支援専門員の育成を図り、関係機関と連携を強化し、相談支援の質の向上に努めます。

   障がい児や医療的ケア児の保育園等の利用については、職員の加配により利用できるよう努めます。

   「居宅訪問型児童発達支援」は、障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な

重度の障がい児を対象に、発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う

新たに創設されたサービスです。本市では、今後、障がい児のニーズ等を見極めながら、実施につい

ての検討を進めます。

   平成 26 年度に策定した「子ども・子育て支援事業計画」における施策や取組との連携・調整を図

りながら、障がい児への支援を総合的に推進します。

   市民に対して広く障がいや障がい者への理解を深めるための広報活動等

を中心に実施します。

   障がい者やその家族などからの相談に応じ、 必要な情報の提供や助言な

どを行うもので、 障がい者の多様な相談ニーズに的確に対応できるよう、

また障がい者が自らサービスを適切に選択できるよう相談 ・ 支援体制の充

実を図ります。

   関係機関と連携して実施します。

   障がい者の日常生活のニーズに応じた用具を、 適切に給付できるよう努

めます。

   障がい者が通い、 創作的活動や生産活動の機会の提供、 社会との交流

促進等の機会を提供するサービスです。 第 ５ 期計画期間内においては Ⅰ 型

を １ 箇所、 Ⅲ 型を ２箇所展開し、 活動内容の充実に努めます。

   利用者の状況を把握しながら、 引き続き実施します。

   手話通訳者 ・ 要約筆記者派遣事業を実施するとともに、 手話奉仕員養

成研修事業を引き続き実施します。

理解促進研修 ・啓発事業

相談支援事業

成年後見制度利用支援
事業

日常生活用具給付等事業

地域活動支援センター

移動支援事業

意思疎通支援事業
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概要版



　「新見市 障がい者計画」は、「障害者基本法」第 11 条に基づく「市町村障害者計画」として、障がい

者施策全般に関する基本的方向を定める計画です。

　「新見市 第５期障がい福祉計画」は、「障害者総合支援法」第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」

として、障がい福祉サービスの必要量及び必要量確保のための方策等を定める計画です。

　「新見市 第１期障がい児福祉計画」は、「改正児童福祉法」第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福

祉計画」として、障がい児支援に向けたサービス提供体制の整備等を定める計画です。本市では、そ

れぞれの調和が保たれるよう一体的に策定します。

　「新見市 障がい者計画」の期間は、平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間とします。「新見市 

第５期障がい福祉計画」及び「新見市 第１期障がい児福祉計画」の期間は、平成 30 年度から平成 32

年度までの３年間とします。
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障がい者計画 ・ 第 ５ 期障がい福祉計画 ・
第 １ 期障がい児福祉計画

●高齢者保健福祉計画 ・

　　介護保険事業計画

●新見市健康増進計画

●子ども ・

　　子育て支援事業計画

●その他関連計画

関連計画

1

前 期 計 画

第３期 第４期 第５期（本計画）

第１期（本計画） 第２期（次期計画）

前 期 計 画 新見市 障がい者計画（本計画）

第６期（次期計画）
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●　障がい福祉サービス事業

３　地域生活支援拠点等の整備

４　福祉施設から一般就労への移行等

５　障がい児支援の提供体制の整備等

１　訪問系サービス

   施設や病院等から地域生活に移行する人や、 重度の障がい者が地域で安心して生活できるよう、 訪問

系サービスの充実に努めます。

   介護人材育成に関する事業等の周知を行い、 ヘルパー等の人材確保に努め、 より質の高いサービスを提

供できるよう努めます。

４　相談支援

   障がい者やその家族が地域で安心して生活できるよう、 必要な時に適切な支援が受けられる相談支援体

制の充実を図るとともに、 情報提供の強化に努めます。

   サービス利用計画の作成に関する相談支援の充実に努めます。

   相談支援専門員の育成や負担軽減に努め、 関係機関と連携を図り、 相談支援の質の向上に努めます。

２　日中活動系サービス

   生活介護や自立訓練については、 障がい者の日常生活を支える基本的なサービスとして、 適切な利用促

進と情報提供に努めます。

   就労移行支援や就労継続支援については、 自立支援に向けた日中活動の主要サービスの一つとして、

新規利用を促進し一般就労へ移行できるよう、 企業等への障がい者雇用拡大に向けた働きかけを行います。
   短期入所を必要に応じて利用できるよう、 提供体制の充実に努めます。

３　居住系サービス

   自立生活援助は、 施設入所支援または共同生活援助を受けていた障がい者が安心して自立生活ができ

るよう、 生活の悩みなどについて、 定期的な巡回訪問や電話 ・ メールなどで、 随時相談し、 必要な情報

の提供等の援助を受ける新たに創設されたサービスです。 本市では、 今後、 障がい者のニーズ等を見極め

ながら、 実施についての検討を進めます。

   共同生活援助 （グループホーム） については、 地域生活への移行を進めるための重要な施設の一つであ

ることから、 引き続き地域の理解を深めながら、 事業者による整備を促進します。

   施設入所支援については、 障がい支援区分に基づき、 必要な人が入所できるよう適切な支援に努めます。

児童発達支援センターの設置数 １ 箇所

保育所等訪問支援を利用できる体制の整備 １ 事業所が整備済み

主に重症心身障がい児に対応した事業所の確保

医療的ケア児支援のための協議の場の設置 関係者で連携を図り、 ケース会議を開催

福祉施設から一般就労への移行者数 ２人

就労移行支援事業の利用者数 ２人

就労移行率が３割以上の就労移行支援
事業所の割合 100.0％

就労定着支援事業による職場定着率 100.0％

地域生活支援拠点等の整備 市内全域を区域とした地域生活支援拠点等を １ 箇所整備済み

平成 29 年度に、 新たに開所した児童発達支援、
放課後等デイサービス事業所において、 体制を整
備するよう促していきます。
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療育 ・保育 ・教育の充実基本目標5

　　子どもの成長に応じた適切な時期における健診等の実施により、 障がい等の早期
発見に努めるとともに、関係機関と連携し、一人ひとりの状態や能力等に応じた療育・
教育及び支援へとつなげます。

２　保育 ・ 教育内容の充実

　　障がいのある子どもの健やかな発達を支援し、 身近な地域で安心して生活できる
よう、 「新見市子ども ・ 子育て支援事業計画」 の施策等と連携を図り、 保育や教
育の場において、 子ども一人ひとりの状態に応じた、 きめ細かな指導や支援に努め
ます。

３　発達障がいへの支援
   発達障がいのある子どもの状態やニーズに応じた支援を行うため、 これまでの支
援策に加え、 児童発達支援センターの設置や障がい福祉サービスの充実を図るとと
もに、 大学等と連携した効果的な支援に努めます。

雇用 ・就労の促進基本目標6

１　総合的な就労支援   障がい者の経済的自立と社会参加に向けて、 関係機関等との連携を図り、 一人
ひとりの適性や状態に応じた就労を支援します。

２　就労機会の拡充と定着    ハローワークなどの関係機関との連携により、 企業等に向けて障がい者の雇用機
会の拡大を図ります。

福祉のまちづくりの推進基本目標7

１　誰もが暮らしやすいまち    

　 づくりの推進

   障がいの有無に関わらず、 全ての人が安全で快適に地域で暮らすことができるよ

う、 公共施設や公園など、 ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、 生活空間の

バリアフリー化を推進します。

２　移動手段の確保
   障がい者の移動を支援するサービスを実施するとともに、 誰もが安全で快適に利

用できる移動手段の確保に努めます。

３　防災 ・ 防犯対策の推進

   「災害時要援護者避難支援プラン」 に基づき、 障がい者の災害時避難支援対策

を推進します。

   日頃からの防災や防犯についての啓発や情報の提供など、 関係機関と連携して

障がい者を地域で守る体制の強化に努めます。

４　地域福祉の推進
   関係機関と連携し、 障がい者への支援に関わるボランティア活動への理解と協力

の促進を図るとともに、 地域での支援体制の充実を図ります。

第５期障がい福祉計画
障がい福祉サービス等の見込量と確保方策

●　数値目標

１　施設入所者の地域生活への移行

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

施設入所者の地域移行者数 ７人

２人施設入所者の削減数

保健 ・医療 ・福祉関係者による協議の場の設置 新見市自立支援協議会を協議の場とします。

１　早期発見とフォロー体制         
　 の構築

　本市における、障がい者の状況は、次のとおりです。

障害者手帳所持者数

療育手帳所持者数

資料：福祉課

注：増減率（％）は、平成 24 年度を 100.0 とした場合の平成 28 年度の割合を示す。              資料：福祉課

本市における障がい者の状況
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精神障害者保健
福祉手帳所持者

合　計

療育手帳所持者

身体障害者
手帳所持者

区　分 平成 24 年度

1,852

209

104

2,165

1,810

208

111

2,129

1,749

215

113

2,077

1,690

221

121

2,032

1,666

230

127

2,023

90.0

110.0

122.1 

93.4 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
増減率
（％）

単位：人

単位：人

Ｂ

合　計

Ａ

等　級
平成 24 年度

75

134

209

72

136

208

72

143

215

147

221

74 73

157

230

平成 25 年度 平成 26 年度

療育手帳 （等級別）

平成 27 年度 平成 28 年度

精神障害者保健福祉手帳所持者数

平成 24 年度

16

69

19

16

77

18

18

78

17

86

19

16

平成 25 年度 平成 26 年度

精神障害者保健福祉手帳 （等級別）

平成 27 年度 平成 28 年度

資料：福祉課

単位：人

等　級

３  級

合　計

２  級

１  級 18

90

19

104 111 113 121 127



取組の方向施策の体系

3 4

障がいへの理解の促進

　１  広報 ・ 啓発活動の推進

　２  福祉教育の推進

　３  コミュニケーション支援の充実

基本目標　1

健康づくりの推進

　１  保健 ・ 医療体制の充実

　２　医療と福祉の連携

基本目標　2

地域生活支援の充実

基本目標　3

権利擁護 ・
差別解消の推進

　１  権利擁護の推進

　２　差別 ・ 虐待の解消

基本目標　4

基本目標　1

療育 ・保育 ・教育の充実

　１  早期発見とフォロー体制の構築

　２　保育 ・ 教育内容の充実

　３　発達障がいへの支援

基本目標　5

 １  総合的な就労支援

 ２　就労機会の拡充と定着

基本目標　6

福祉のまちづくりの推進

 １  誰もが暮らしやすいまちづくりの推進

 ２ 移動手段の確保

 ３　防災 ・ 防犯対策の推進

 ４　地域福祉の推進

基本目標　7

●
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念
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雇用 ・就労の促進

障がいへの理解の促進基本目標1

１　広報 ・ 啓発活動の推進

　　お互いの人格と個性を尊重し合う 「共生社会」 の実現を目指し、 その理念や考
え方の普及を図るとともに、 障がいや障がい者についての市民の理解を深めるため、
広報紙や市ホームページをはじめ、 様々な媒体を通じた幅広い広報 ・ 啓発活動を推
進します。

２　福祉教育の推進
　　保育 ・ 教育の場や、 生涯学習の場などを通じて、 幼少期から幅広い世代におけ
る福祉教育を推進し、 障がいに対する理解と認識を深めることで、 誰もが助け合い、
支え合うことのできる共生社会の実現を目指します。

健康づくりの推進基本目標2

１　保健 ・ 医療体制の充実
　　障がい者への疾病の発生予防や早期発見など、 普段からの健康づくり ・ 健康管
理に向けた取組を推進します。

２　医療と福祉の連携
　　障がいの状態に応じた適切な医療の提供ができるよう、 医療機関との情報共有
などをはじめ、 福祉等専門機関と連携し、 地域医療体制の充実を目指します。

地域生活支援の充実基本目標3

１　相談支援体制の充実と　　　   
　　強化

　　障がい者やその家族が安心して地域で生活できるよう、 必要な情報提供を行い、
一人ひとりが適切な支援を受けられるよう相談体制の充実を図るとともに、 相談窓
口の周知に努めます。
　　市内の関係機関との連携を強化し、 相談体制の充実を図ります。

２　地域移行 ・ 地域定着の　　
　　推進

　　障がい者が地域において自立して生活できるよう、 多様なニーズに対応する生活
支援体制の整備を図ります。
　　入所 ・ 入院生活から地域生活への移行を促進するとともに、 地域での生活を継
続することができるよう支援します。

４　住まいの確保    障がい者のニーズに応じて、 地域生活を支援するための居住支援サービスの充実
をはじめ、 住まいの選択肢の拡大に努めます。

５　スポーツ ・ 文化活動等の
　　振興

   障がい者がスポーツ ・ レクリエーション活動に参加し、 楽しむことができる機会の提
供に努めるとともに、 支援を行います。

障がい者に必要な情報が、 より正しく的確に伝わるよう、 情報の利用支援やコミュニ
ケーション支援を図ります。

３　コミュニケーション支援
　　の充実

権利擁護 ・差別解消の推進基本目標4

１　権利擁護の推進
   障がい者の権利を守るために、 成年後見制度等の周知と普及を図ります。また、 契

約や財産管理等で支援を必要とする人が安心して生活できるよう、支援を行います。

３　福祉サービス等の充実    サービスを必要とする人が、 必要とするサービスを適切に利用できるよう、 個々の
ニーズに応じた提供体制の確保に努め、自立した地域生活への移行の促進を図ります。

２　差別 ・ 虐待の解消 　　障がいを理由とする差別の解消を図るとともに、 障がい者への虐待防止、 虐待の

早期発見、 権利擁護のための体制を整備します。

　１  相談支援体制の充実と強化

　２　地域移行 ・ 地域定着の推進

　３　福祉サービス等の充実

　４　住まいの確保

　５　スポーツ ・ 文化活動等の振興



取組の方向施策の体系

3 4

障がいへの理解の促進

　１  広報 ・ 啓発活動の推進

　２  福祉教育の推進

　３  コミュニケーション支援の充実

基本目標　1

健康づくりの推進

　１  保健 ・ 医療体制の充実

　２　医療と福祉の連携

基本目標　2

地域生活支援の充実

基本目標　3

権利擁護 ・
差別解消の推進

　１  権利擁護の推進

　２　差別 ・ 虐待の解消

基本目標　4

基本目標　1

療育 ・保育 ・教育の充実

　１  早期発見とフォロー体制の構築

　２　保育 ・ 教育内容の充実

　３　発達障がいへの支援

基本目標　5

 １  総合的な就労支援

 ２　就労機会の拡充と定着

基本目標　6

福祉のまちづくりの推進

 １  誰もが暮らしやすいまちづくりの推進

 ２ 移動手段の確保

 ３　防災 ・ 防犯対策の推進

 ４　地域福祉の推進

基本目標　7

●
基
本
理
念
●　

一
人
ひ
と
り
が
、
自
立
し
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち　

に
い
み

雇用 ・就労の促進

障がいへの理解の促進基本目標1

１　広報 ・ 啓発活動の推進

　　お互いの人格と個性を尊重し合う 「共生社会」 の実現を目指し、 その理念や考
え方の普及を図るとともに、 障がいや障がい者についての市民の理解を深めるため、
広報紙や市ホームページをはじめ、 様々な媒体を通じた幅広い広報 ・ 啓発活動を推
進します。

２　福祉教育の推進
　　保育 ・ 教育の場や、 生涯学習の場などを通じて、 幼少期から幅広い世代におけ
る福祉教育を推進し、 障がいに対する理解と認識を深めることで、 誰もが助け合い、
支え合うことのできる共生社会の実現を目指します。

健康づくりの推進基本目標2

１　保健 ・ 医療体制の充実
　　障がい者への疾病の発生予防や早期発見など、 普段からの健康づくり ・ 健康管
理に向けた取組を推進します。

２　医療と福祉の連携
　　障がいの状態に応じた適切な医療の提供ができるよう、 医療機関との情報共有
などをはじめ、 福祉等専門機関と連携し、 地域医療体制の充実を目指します。

地域生活支援の充実基本目標3

１　相談支援体制の充実と　　　   
　　強化

　　障がい者やその家族が安心して地域で生活できるよう、 必要な情報提供を行い、
一人ひとりが適切な支援を受けられるよう相談体制の充実を図るとともに、 相談窓
口の周知に努めます。
　　市内の関係機関との連携を強化し、 相談体制の充実を図ります。

２　地域移行 ・ 地域定着の　　
　　推進

　　障がい者が地域において自立して生活できるよう、 多様なニーズに対応する生活
支援体制の整備を図ります。
　　入所 ・ 入院生活から地域生活への移行を促進するとともに、 地域での生活を継
続することができるよう支援します。

４　住まいの確保    障がい者のニーズに応じて、 地域生活を支援するための居住支援サービスの充実
をはじめ、 住まいの選択肢の拡大に努めます。

５　スポーツ ・ 文化活動等の
　　振興

   障がい者がスポーツ ・ レクリエーション活動に参加し、 楽しむことができる機会の提
供に努めるとともに、 支援を行います。

障がい者に必要な情報が、 より正しく的確に伝わるよう、 情報の利用支援やコミュニ
ケーション支援を図ります。

３　コミュニケーション支援
　　の充実

権利擁護 ・差別解消の推進基本目標4

１　権利擁護の推進
   障がい者の権利を守るために、 成年後見制度等の周知と普及を図ります。また、 契

約や財産管理等で支援を必要とする人が安心して生活できるよう、支援を行います。

３　福祉サービス等の充実    サービスを必要とする人が、 必要とするサービスを適切に利用できるよう、 個々の
ニーズに応じた提供体制の確保に努め、自立した地域生活への移行の促進を図ります。

２　差別 ・ 虐待の解消 　　障がいを理由とする差別の解消を図るとともに、 障がい者への虐待防止、 虐待の

早期発見、 権利擁護のための体制を整備します。

　１  相談支援体制の充実と強化

　２　地域移行 ・ 地域定着の推進

　３　福祉サービス等の充実

　４　住まいの確保

　５　スポーツ ・ 文化活動等の振興



5

療育 ・保育 ・教育の充実基本目標5

　　子どもの成長に応じた適切な時期における健診等の実施により、 障がい等の早期
発見に努めるとともに、関係機関と連携し、一人ひとりの状態や能力等に応じた療育・
教育及び支援へとつなげます。

２　保育 ・ 教育内容の充実

　　障がいのある子どもの健やかな発達を支援し、 身近な地域で安心して生活できる
よう、 「新見市子ども ・ 子育て支援事業計画」 の施策等と連携を図り、 保育や教
育の場において、 子ども一人ひとりの状態に応じた、 きめ細かな指導や支援に努め
ます。

３　発達障がいへの支援
   発達障がいのある子どもの状態やニーズに応じた支援を行うため、 これまでの支
援策に加え、 児童発達支援センターの設置や障がい福祉サービスの充実を図るとと
もに、 大学等と連携した効果的な支援に努めます。

雇用 ・就労の促進基本目標6

１　総合的な就労支援   障がい者の経済的自立と社会参加に向けて、 関係機関等との連携を図り、 一人
ひとりの適性や状態に応じた就労を支援します。

２　就労機会の拡充と定着    ハローワークなどの関係機関との連携により、 企業等に向けて障がい者の雇用機
会の拡大を図ります。

福祉のまちづくりの推進基本目標7

１　誰もが暮らしやすいまち    

　 づくりの推進

   障がいの有無に関わらず、 全ての人が安全で快適に地域で暮らすことができるよ

う、 公共施設や公園など、 ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、 生活空間の

バリアフリー化を推進します。

２　移動手段の確保
   障がい者の移動を支援するサービスを実施するとともに、 誰もが安全で快適に利

用できる移動手段の確保に努めます。

３　防災 ・ 防犯対策の推進

   「災害時要援護者避難支援プラン」 に基づき、 障がい者の災害時避難支援対策

を推進します。

   日頃からの防災や防犯についての啓発や情報の提供など、 関係機関と連携して

障がい者を地域で守る体制の強化に努めます。

４　地域福祉の推進
   関係機関と連携し、 障がい者への支援に関わるボランティア活動への理解と協力

の促進を図るとともに、 地域での支援体制の充実を図ります。

第５期障がい福祉計画
障がい福祉サービス等の見込量と確保方策

●　数値目標

１　施設入所者の地域生活への移行

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

施設入所者の地域移行者数 ７人

２人施設入所者の削減数

保健 ・医療 ・福祉関係者による協議の場の設置 新見市自立支援協議会を協議の場とします。

１　早期発見とフォロー体制         
　 の構築

　本市における、障がい者の状況は、次のとおりです。

障害者手帳所持者数

療育手帳所持者数

資料：福祉課

注：増減率（％）は、平成 24 年度を 100.0 とした場合の平成 28 年度の割合を示す。              資料：福祉課

本市における障がい者の状況

2

精神障害者保健
福祉手帳所持者

合　計

療育手帳所持者

身体障害者
手帳所持者

区　分 平成 24 年度

1,852

209

104

2,165

1,810

208

111

2,129

1,749

215

113

2,077

1,690

221

121

2,032

1,666

230

127

2,023

90.0

110.0

122.1 

93.4 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
増減率
（％）

単位：人

単位：人

Ｂ

合　計

Ａ

等　級
平成 24 年度

75

134

209

72

136

208

72

143

215

147

221

74 73

157

230

平成 25 年度 平成 26 年度

療育手帳 （等級別）

平成 27 年度 平成 28 年度

精神障害者保健福祉手帳所持者数

平成 24 年度

16

69

19

16

77

18

18

78

17

86

19

16

平成 25 年度 平成 26 年度

精神障害者保健福祉手帳 （等級別）

平成 27 年度 平成 28 年度

資料：福祉課

単位：人

等　級

３  級

合　計

２  級

１  級 18

90

19

104 111 113 121 127



　「新見市 障がい者計画」は、「障害者基本法」第 11 条に基づく「市町村障害者計画」として、障がい

者施策全般に関する基本的方向を定める計画です。

　「新見市 第５期障がい福祉計画」は、「障害者総合支援法」第 88 条に基づく「市町村障害福祉計画」

として、障がい福祉サービスの必要量及び必要量確保のための方策等を定める計画です。

　「新見市 第１期障がい児福祉計画」は、「改正児童福祉法」第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福

祉計画」として、障がい児支援に向けたサービス提供体制の整備等を定める計画です。本市では、そ

れぞれの調和が保たれるよう一体的に策定します。

　「新見市 障がい者計画」の期間は、平成 30 年度から平成 35 年度までの６年間とします。「新見市 

第５期障がい福祉計画」及び「新見市 第１期障がい児福祉計画」の期間は、平成 30 年度から平成 32

年度までの３年間とします。

●　本市における計画の位置付け

●　計画の期間

平成
24 年度

平成
25 年度

平成
26 年度

平成
27 年度

平成
28 年度

平成
29 年度

平成
30 年度

平成
31 年度

平成
32 年度

平成
33 年度

平成
34 年度

平成
35 年度

障がい者計画

障がい福祉計画

障がい児福祉

計画

新見市障がい者計画
第 ５ 期障がい福祉計画 ・ 第 １ 期障がい児福祉計画とは

第
２
次
新
見
市
総
合
振
興
計
画

新
見
市
地
域
福
祉
計
画

連携 ・調整
整
合

障がい者計画 ・ 第 ５ 期障がい福祉計画 ・
第 １ 期障がい児福祉計画

●高齢者保健福祉計画 ・

　　介護保険事業計画

●新見市健康増進計画

●子ども ・

　　子育て支援事業計画

●その他関連計画

関連計画

1

前 期 計 画

第３期 第４期 第５期（本計画）

第１期（本計画） 第２期（次期計画）

前 期 計 画 新見市 障がい者計画（本計画）

第６期（次期計画）

6

●　障がい福祉サービス事業

３　地域生活支援拠点等の整備

４　福祉施設から一般就労への移行等

５　障がい児支援の提供体制の整備等

１　訪問系サービス

   施設や病院等から地域生活に移行する人や、 重度の障がい者が地域で安心して生活できるよう、 訪問

系サービスの充実に努めます。

   介護人材育成に関する事業等の周知を行い、 ヘルパー等の人材確保に努め、 より質の高いサービスを提

供できるよう努めます。

４　相談支援

   障がい者やその家族が地域で安心して生活できるよう、 必要な時に適切な支援が受けられる相談支援体

制の充実を図るとともに、 情報提供の強化に努めます。

   サービス利用計画の作成に関する相談支援の充実に努めます。

   相談支援専門員の育成や負担軽減に努め、 関係機関と連携を図り、 相談支援の質の向上に努めます。

２　日中活動系サービス

   生活介護や自立訓練については、 障がい者の日常生活を支える基本的なサービスとして、 適切な利用促

進と情報提供に努めます。

   就労移行支援や就労継続支援については、 自立支援に向けた日中活動の主要サービスの一つとして、

新規利用を促進し一般就労へ移行できるよう、 企業等への障がい者雇用拡大に向けた働きかけを行います。
   短期入所を必要に応じて利用できるよう、 提供体制の充実に努めます。

３　居住系サービス

   自立生活援助は、 施設入所支援または共同生活援助を受けていた障がい者が安心して自立生活ができ

るよう、 生活の悩みなどについて、 定期的な巡回訪問や電話 ・ メールなどで、 随時相談し、 必要な情報

の提供等の援助を受ける新たに創設されたサービスです。 本市では、 今後、 障がい者のニーズ等を見極め

ながら、 実施についての検討を進めます。

   共同生活援助 （グループホーム） については、 地域生活への移行を進めるための重要な施設の一つであ

ることから、 引き続き地域の理解を深めながら、 事業者による整備を促進します。

   施設入所支援については、 障がい支援区分に基づき、 必要な人が入所できるよう適切な支援に努めます。

児童発達支援センターの設置数 １ 箇所

保育所等訪問支援を利用できる体制の整備 １ 事業所が整備済み

主に重症心身障がい児に対応した事業所の確保

医療的ケア児支援のための協議の場の設置 関係者で連携を図り、 ケース会議を開催

福祉施設から一般就労への移行者数 ２人

就労移行支援事業の利用者数 ２人

就労移行率が３割以上の就労移行支援
事業所の割合 100.0％

就労定着支援事業による職場定着率 100.0％

地域生活支援拠点等の整備 市内全域を区域とした地域生活支援拠点等を １ 箇所整備済み

平成 29 年度に、 新たに開所した児童発達支援、
放課後等デイサービス事業所において、 体制を整
備するよう促していきます。



平成 30年（2018 年）3 月

岡山県　新見市

    新見市　障がい者計画

第 5 期　障がい福祉計画

第 1 期　障がい児福祉計画

    新見市　障がい者計画

第 5 期　障がい福祉計画

第 1 期　障がい児福祉計画

●　地域生活支援事業

   児童発達支援、放課後等デイサービスの主要サービスは、第１期計画期間において需要の増加が

見込まれます。関係機関との連携を強化するとともに、サービス提供事業所の確保・充実に努めます。

   母子保健事業や保育園等との連携により、支援が必要な子どもの状況把握に努め、家族等の理解

を得ながら、適切な療育につなげます。

   相談支援専門員の育成を図り、関係機関と連携を強化し、相談支援の質の向上に努めます。

   障がい児や医療的ケア児の保育園等の利用については、職員の加配により利用できるよう努めます。

   「居宅訪問型児童発達支援」は、障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な

重度の障がい児を対象に、発達支援が提供できるよう、障がい児の居宅を訪問して発達支援を行う

新たに創設されたサービスです。本市では、今後、障がい児のニーズ等を見極めながら、実施につい

ての検討を進めます。

   平成 26 年度に策定した「子ども・子育て支援事業計画」における施策や取組との連携・調整を図

りながら、障がい児への支援を総合的に推進します。

   市民に対して広く障がいや障がい者への理解を深めるための広報活動等

を中心に実施します。

   障がい者やその家族などからの相談に応じ、 必要な情報の提供や助言な

どを行うもので、 障がい者の多様な相談ニーズに的確に対応できるよう、

また障がい者が自らサービスを適切に選択できるよう相談 ・ 支援体制の充

実を図ります。

   関係機関と連携して実施します。

   障がい者の日常生活のニーズに応じた用具を、 適切に給付できるよう努

めます。

   障がい者が通い、 創作的活動や生産活動の機会の提供、 社会との交流

促進等の機会を提供するサービスです。 第 ５ 期計画期間内においては Ⅰ 型

を １ 箇所、 Ⅲ 型を ２箇所展開し、 活動内容の充実に努めます。

   利用者の状況を把握しながら、 引き続き実施します。

   手話通訳者 ・ 要約筆記者派遣事業を実施するとともに、 手話奉仕員養

成研修事業を引き続き実施します。

理解促進研修 ・啓発事業

相談支援事業

成年後見制度利用支援
事業

日常生活用具給付等事業

地域活動支援センター

移動支援事業

意思疎通支援事業

新見市障がい者計画
第５期障がい福祉計画 ・ 第１期障がい児福祉計画とは
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